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厚生労働省発表「食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組み

換え微生物を利用した添加物についての対応」への抗議文 

 
 

12 月 5 日に厚生労働省から報道発表された、安全性審査を経ていない遺伝子組み換え微生

物を利用した添加物「5’-イノシン酸二ナトリウム」と「5’-グアニル酸二ナトリウム」

の輸入および国内販売への対応について、強く抗議すると共に、以下の対応を求めます。 
 
記 

 
１．これまでに流通・販売された遺伝子組み換え微生物を使用した添加物への対応 

厚生労働省は、輸入および販売は安全性審査が確認されるまで取りやめることを輸入業

者には指示していますが、それらの添加物を使用して製造された食品の販売、流通の取り

やめについては食品安全委員会の評価結果を踏まえて判断することとし、留保しています。

この対応は、平成 13 年 4 月 1 日に定められた安全性審査を受けていない遺伝子組み換え食

品の輸入、販売等を禁止する食品衛生法に反しています。食品衛生法第 72 条でそのような

事例に対しては 2 年以下の懲役又は 200 万円以下の罰金という規定があります。輸入業者

に対して、法に基づく対応がされて然るべきです。 
また、食品衛生法では、法的に認められていない遺伝子組み換え食品が市場に出回った

場合は、廃棄命令・回収命令の行政処分ができるとしています。今回、判明した添加物は

約 180～200 万トン程度の加工食品への使用が推計されるように、現時点でも大量に流通・

消費されています。即時に、この添加物を使った食品の流通停止と回収命令を出してくだ

さい。 
 
２．遺伝子組み換え添加物が使用された食品の情報公開 

この添加物を輸入・販売していた 10 社の社名を公表していますが、その後、どのメーカ

ーに販売され、どの食品に使用されているのか、具体的な情報公開がされていません。現

状では、消費者は人の健康への影響が明らかでない食品を知らずに消費することになりま



す。消費者の知る権利を確保するためにも、この遺伝子組み換え微生物を使った添加物が

使用されている商品名と製造・販売している社名の情報公開を求めます。 
 
３．12 月 5 日の報道発表に至る経過 

12 月 5 日の本案件における報道発表には、11 月 29 日にキリン協和フーズ社の報告から

判明し輸入・販売の停止を指示したとあります。しかし、別の報道では、2005 年から韓国・

チェイルジェダン社のインドネシア工場で作られ 10 社が輸入していた、との報道がありま

す。この報道が確かならば、実に、約 7 年近く未承認の遺伝子組み換え食品が当たり前の

ように流通・消費されていたことになります。このように長きにわたって、未承認の遺伝

子組み換え食品の流通の実態を輸入会社からの報告があって初めて把握するという体制は

おおいに問題があると考えます。なぜ、約 7 年間も実態が把握できなかったのか、という

点について原因と対策について広く消費者に対し報告することを求めます。 
 
４．輸入時の検査体制の見直し 

平成 13 年 4 月から検疫所において輸入時のサンプリング検査が実施されています。しか

し、この遺伝子組み換え微生物を使った添加物は年間 600～700 万トンも輸入されているに

も関わらず、輸入時のサンプリング検査ですり抜けていると考えられます。サンプリング

の検体数を増やすなど、輸入時の検査体制の見直しを求めます。 
 
５．未承認の遺伝子組み換え食品の流通の調査 

今回の未承認の遺伝子組み換え微生物を使った添加物は、チェイルジェダン社が製造・

販売したものですが、今回の事例のように日本国内で他の未承認の遺伝子組み換え食品が

知らずに流通している可能性があります。他国で認可・流通している遺伝子組み換え食品

に類似した食品を扱っている輸入業者に対し、検査の徹底を指示、または厚生労働省で緊

急検査を実施することを求めます。 
 

以上 
 


